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前回の復習
1 2024年度の国民負担率は約〇％。

2 2021年度社会保障給付費は、 約〇兆円
（うち年金が〇兆円、医療〇兆円、福祉その他〇兆円）。

3 地方公共団体の目的別歳出１位は〇〇費、性質別歳出１位は〇〇費。

4 地方公共団体の民生費の目的別歳出１位は〇〇費、性質別歳出１位は〇〇費。

5 2021年度国民医療費は過去最高の〇兆円。

6 診療種類別国民医療費は、医科診療医療費が〇割。

7 国民一人当たりの国民医療費は約〇万円。

8 65歳以上の国民医療費は全体の〇割。

9 生活保護受給者、全国に200万人、〇万世帯。

令和2年 社会福祉法改正（令和３年４月～）

障害者、高齢者、児童、生活困窮者、老老介護、ダブルケア、8050問題、ゴミ屋敷、虐待問題・・・

社会福祉法人

NPO法人

④アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、⑤多機関協働事業、⑥支援プランの作成

①包括的相談支援事業 ②参加支援事業 ③地域づくり事業

社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人 社会福祉法人

重層的支援体制整備事業 ～社会福祉法第106条の４～

第４条（地域福祉の推進）
地域福祉の推進は、地域住民が相互に
人格と個性を尊重し合いながら、 参加
し、共生する地域社会の実現を目指して
行われなければならない。

社会福祉連携推進法人

合併

連携連携

社会福祉法人

社会福祉法人
ゆるやかな連携 ゆるやかな連携

連
携
の
度
合

強

・市町村の任意事業

1.地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援
2.地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の推進
3.医療・介護のデータ基盤の整備の推進
4.介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
5.社会福祉連携推進法人制度の創設
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社会福祉法106条（重層的支援体制整備事業）

○市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。

○市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、母子健康包括支援センター、地域包括
支援センター、基幹相談支援センター・・・などと緊密な連携が図られるよう努めるものとする。

○市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは「重層的支援体制整備事業実施計画」を策定する
よう努めるものとする。

○重層的支援体制整備事業実施計画は、市町村地域福祉計画、市町村介護保険事業計画、市町村障害福祉計画、
市町村子ども・子育て支援事業計画、その他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を
定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

○市町村は、支援関係機関、委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者そ
の他の関係者により構成される「支援会議」を組織することができる。支援会議は、重層的支援体制整備事
業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会
生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

社会福祉連携推進法人（2022.11.29 福祉新聞）
社会福祉法 第11章「社会福祉連携推進法人」

第125条
次に掲げる業務を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適
合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。
一 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
二 災害が発生した場合における社員（社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第
五号及び第六号において同じ。）が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共
同して確保するための支援
三 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
四 資金の貸付けその他の社員（社会福祉法人に限る。）が社会福祉事業に係る業務
を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
五 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を
図るための研修
六 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

第127条
所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合
すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。
一 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地
域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に
資することが主たる目的であること。
二 社員の構成について、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者又は社会福
祉法人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員と
し、社会福祉法人である社員の数が社員の過半数であること。
三 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的
基礎を有するものであること。

第132条 社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない。
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第34回 問題35

次の記述のうち、社会福祉法における地域福祉の推進に関する規定として、適切なものを2つ選び
なさい。

1 国及び地方公共団体は、関連施策との連携に配慮して、包括的な支援体制の整備のために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 都道府県は、その区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要
な事業を行うものとする。

3 都道府県社会福祉協議会は、その区域内における地域福祉の推進のための財源として、共同募
金を実施することができる。

4 市町村は、子ども・障害・高齢・生活困窮の一部の事業を一体のものとして実施することによ
り、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援体制等を整備する重層的支援体制整備事業を実施
することができる。

5 市町村社会福祉協議会は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めなければならない。

模擬問題

令和２年度の社会福祉法改正に関する次の記述のうち、適切なものを１つ選びなさい。

1 重層的支援体制整備事業は、都道府県が主体となって実施される。

2 重層的支援体制整備事業では、包括的相談支援、参加支援、地域づくり支援を一体的に提供する。

3 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは「重層的支援体制整備事業実施計画」
を策定しなければならない。

4 社会福祉連携推進法人の社員には、NPO法人は含まれない。

5 社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を実施することができる。
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1951年 社会福祉事業法
・社会福祉法人

①公益法人が抱える税制上の課題を是正するため
②「社会保障制度に関する勧告」が提案した、「民間社会事業の自主性を重んじ、特性を活かす」ため
③日本国憲法89条で禁止されている「公金支出」を回避するため

・社会福祉事業（第一種、第二種）

1938年 社会事業法
戦前の福祉は自治体による公的な事業や民間に頼っていましたが、社会事業法の施行によって民間の社会事業に対して公費の
助成が実現。救護法や母子保護法に基づく公的事業以外の社会事業に対して監督・助成を行うことが規定。

1946年 日本国憲法第89条「公の支配に属さない慈善博愛の事業には公金の支出はしてはならない」
日本国憲法において、社会事業への公費助成が禁止に。

1949年 GHQ「政府の私設社会事業団体に対する補助に関する件」
民間社会事業への補助金助成が禁止に。これにより財政難や不祥事などが多発し社会事業に対する社会的信用が低下

1950年「社会保障制度に関する勧告」民間社会事業の自主性を重んじ特性を生かすとともに特別法人制度の確立等によりそ
の組織的発展を図り、公共性を高めるために公益法人から発展して創設されたのが社会福祉法人
※公益法人の収益事業収益の非課税問題等

措置委託制度が実現

公私分離

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支
配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

2000年 高齢福祉分野で「措置から契約」へ
2003年 障害福祉分野で「措置から契約」へ

2000年 社会福祉法 第二十二条この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法
律の定めるところにより設立された法人をいう。 社会福祉基礎構造改革

（社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度などの見直し）

社会福祉法の変遷（なぜ社会福祉法人ができたのか?）

2000年 社会福祉法

1951年 社会福祉事業法

1938年 社会事業法

老
人
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法

身
体
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福
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法

知
的
障
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法

精
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健
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発
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者
支
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法

児
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福
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法

障害者総合支援法

母
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び
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並
び
に
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婦
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法
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活
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民間の社会事業に対して公費の助成が実現
行政による管理監督も強まる

社会福祉事業の公共性を高め社会的信頼を得るために、
民法の公益法人とは別個の特別法人を創設

社会福祉法の変遷

※日本国憲法で民間社会事業への公金支出が禁止に（福祉は国の責任で）
→社会事業の社会的信頼が低下
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第29回 問題24

社会福祉事業法制定時における社会福祉法人創設の趣旨に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 社会福祉法人の公設民営の原則を徹底させるため。

2 公の指導監督を受けない民間組織として社会福祉法人を普及させるため。

3 社会福祉法人が社会福祉事業以外の公益事業を行うことを禁止するため。

4 社会福祉事業における収益性を強化するため。

5 社会福祉事業の公共性を高め社会的信頼を得るために、民法の公益法人とは別個の特別法人を創設するため。

第31回 問題30

社会福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを１つ選びなさい。

1 第一種社会福祉事業の経営は、国・地方公共団体に限定されている。

2 2000年（平成12年）の社会福祉基礎構造改革の際に、社会福祉事業法の題名が改められた
ものである。

3 「社会福祉事業」を行わない事業者であっても社会福祉に関連する活動を行う者であれば、
社会福祉法人の名称を用いることができる。

4 市町村に対して、福祉人材センターの設置を義務づけている。

5 国、地方公共団体と社会福祉事業を経営する者との関係を規定した「事業経営の準則」は、
社会福祉法では削除された。
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児童扶養手当

~15歳 16～

障害児福祉手当

1～1.5万円
（子供の数による）

条件

児童手当

特別障害者手当 2.7万円

1級 約8.1万円

20歳～

特別児童扶養手当

全ての児童

ひとり親家庭

心身重度
重複障害

障害基礎年金

重度障害者

障害児

2級 約6.5万円

1.5万円

2級 約3.4万円
1級 約5.1万円

約4.3万円
（子供の数による）

障害者

※母子生活支援施設の入所では支給される

手当、年金 物価
スライド制

×

〇

〇

〇

〇

〇

所得
制限

入所の
場合

管理者
に支給

障害児

18～

〇

〇

〇

〇

〇

×
（例外あり）

×

×

×

×

〇

障害児者の所得保障制度（月額）

物価スライド

物価スライド

物価スライド

物価スライド

物価スライド

2024年10月～～2024年9月
第3子第1子、第2子第3子第1子、第2子
30,000円15,000円-15,000円0～2歳
30,000円10,000円15,000円10,000円3歳～小学生
30,000円10,000円-10,000円中学生
30,000円10,000円--高校生

所得制限なし世帯年収960万円以上は5,000円に減
額、1,200万円以上はなし

所得制限

児童手当（月額）
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＜社会保障制度の財源＞

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当

生
活
保
護

社会保険制度

保険料:公費＝1:1

国
3/4

特
別
障
害
者
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
必
須
事
業

第22回 問題51

我が国の社会保障制度に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 民間被用者に関する児童手当には、事業主の拠出金がある。

2 健康保険及び国民健康保険には、事業主の負担がある。

3 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養
義務の程度を軽減する。

4 児童手当制度は、所得制限が設けられていない普遍的給付である。

5 児童手当制度は、第２子から支給される。
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第26回 問題141

現行の児童手当制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 児童手当は、児童の年齢にかかわらず同一の金額が支給される。

2 児童手当の支給に要する費用の一部には、事業主からの拠出金が充てられる。

3 児童手当は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給される。

4 児童手当は、第3子の児童から支給される。

5 児童手当を受けようとする父母等は、都道府県知事の認定が必要である。

第27回 問題53

児童手当に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 児童扶養手当が支給される世帯に対しては、児童手当は支給されない。

2 児童手当の支給には、所得制限が設けられている。

3 児童手当は、第2子から支給される。

4 児童手当の支給は、児童が小学校を修了するまでである。

5 児童手当の費用は、国と地方自治体が半分ずつ負担する。
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第30回 問題55

児童手当、児童扶養手当に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選び
なさい。

1 児童手当の支給対象となる児童の年齢は、12歳到達後の最初の年度末ま
でである。

2 児童手当の費用は、国と地方自治体が50％ずつ負担している。

3 児童手当の支給額には、物価スライド制が適用されている。

4 児童扶養手当の費用は、国が全額負担する。

5 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、
18歳到達後最初の年度末までである。

2023年度～こども基本法
第一条（目的）
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひ
としく健やかに成⾧することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実
現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事
項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
第二条（定義）
この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
２ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成⾧に対する支援
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
第三条（基本理念）
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成⾧及び発達並びにその自立が図られることその
他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保
されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援
を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

児童権利条約第12条
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項
について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、
その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

「子どもには、望み、願い、要求する権利があり、成⾧する権利とそして成熟する権利、また、
その達成によって果実をもたらす権利がある。」
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ヤヌシュ・コルチャック 職業:小児科医、児童文学作家

■1911年～ユダヤ人孤児院「ドム・シェロト」院⾧

■1940年～ナチス強制収容所へ

「百人の子どもは百人の人間だ。それは、いつかどこかに現れる人間ではない。まだ見ぬ人間でもなく、明日の人間でもなく、
すでに今、人間なのだ。小っちゃな世界ではなく、世界そのものなのだ。小さな人間ではなく、偉大な人間。無垢な人間では
なく、人間的な価値、人間的な美点、人間的な特徴、人間的な志向、人間的な望みを確かに持った存在なのだ。」

作家として著名だったことで、各国ユダヤ
人実力者から救いの手が伸びたが、子供た
ちと運命を共にすることを選ぶ

■1878年 ポーランドのワルシャワに生まれる

子供たちは全員銃殺され、コルチャックはその銃殺を最後まで見届けることを強要された後、
最後に自身も銃殺された（引用:Wikipedia）

「子どもは尊敬され信頼するに値し、友人としての関係に値するということだ。そして、優しい感性と陽気な笑い、純真で明
るく愛嬌のある喜びを我々は彼らとともにすることができるということ。この仕事は、実りある生きいきとした、美しい仕事
である。」
（出典:「コルチャックと「子どもの権利」の源流」塚本智宏 著）

第32回 問題137

1 ヤヌシュ・コルチャック（ Korczak, J. ）

2 トーマス・ジョン・バーナード（ Barnardo, T.J. ）

3 セオドア・ルーズベルト（ Roosevelt, T. ）

4 エレン・ケイ（ Key, E. ）

5 ロバート・オーウェン（ Owen, R. ）

次のうち、子どもの権利に関する先駆的な思想を持ち、児童の権利に関する条約の精神に多大な
影響を与えたといわれ、第二次世界大戦下ナチスドイツによる強制収容所で子どもたちと死を共
にしたとされる人物として、正しいものを1つ選びなさい。
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第30回 問題138

1 児童福祉法

2 児童の権利に関する条約

3 児童虐待の防止等に関する法律

4 児童権利宣言

5 児童憲章

児童が「自由に自己の意見を表明する権利を確保する」と明記しているものとして、
正しいものを１つ選びなさい。

第29回 問題138

「児童の権利に関する条約」に関する次の記述のうち、正しいものを１つ選びなさい。

1 第一回ホワイトハウス会議で採択された。

2 日本政府は、この条約を批准するための検討を進めている。

3 児童の権利を、能動的権利と受動的権利に関する節に分けて規定している。

4 「児童とは、20歳未満のすべての者をいう」と規定している。

5 「自由に自己の意見を表明する権利の確保」について規定している。
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2023年度～こども家庭庁＆こども基本法

＜こども基本法＞
第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、都道府県こども計画を定めるよう努めるものとする。
２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画）を勘案して、
市町村こども計画を定めるよう努めるものとする。
３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定す
る都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市
町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

認定こども園保育所幼稚園
幼保連携型、幼稚園型、保育所型児童福祉施設学校種別
認定こども園法児童福祉法学校教育法根拠法
内閣府 → こども家庭庁厚生労働省 → こども家庭庁文部科学省管轄
0歳～就学前0歳～就学前満３歳～就学前対象
4～11時間8～11時間４時間営業時間

市町村都道府県国法律
市町村こども計画
（努力義務）

都道府県こども計画
（努力義務）

こども大綱
（義務）

こども基本法

市町村子ども・若者計画
（努力義務）

都道府県子ども・若者計画
（努力義務）

子ども・若者育成支援推進
大綱（義務）

子ども・若者育成支援推進法

市町村計画
（努力義務）

都道府県計画
（努力義務）

大綱
（義務）

子どもの貧困対策推進法

これらは３つは一体のもの
として策定できる

これらは３つは一体のもの
として策定できる

＜福祉計画＞

医療計画

市町村 都道府県 一般事業主国 根拠法

地域福祉
（支援）計画

監視

社会福祉法H30～努力義務 H30～努力義務

介護保険事業
（支援）計画 都道府県知事に提出 厚生労働大臣に提出 介護保険法

老人福祉計画 老人福祉法

障害者計画 合議制の機関（任意設置）
を設置している場合その意
見を聞かなければならない

合議制の機関（必置）の意見
を聞かなければならない

内閣総理大臣が障害者
基本計画を策定 障害者基本法内閣府障害者

政策委員会

障害福祉計画

子ども・子育て
支援事業計画

3年ごとの策定義務
都道府県知事に提出
合議制の機関（任意設置）
を設置している場合その意
見を聞かなければならない

3年ごとの策定義務
厚生労働大臣に提出
合議制の機関（必置）の意見を
聞かなければならない、さらに
協議会（任意設置）の意見を聞
くよう努めなければならない

障害児福祉計画

次世代育成支援の
ための行動計画

作成
義務

3年

都道府県知事に提出 厚生労働大臣に提出有

有

5年

3年

5年ごとに策定するこ
とができる（任意）

国が基本計画（指針）
を定める
主務大臣が指針を
策定

※従業員101人
以上は義務

無 厚生労働大臣に提出

※

6年

医療費適正化計画
健康増進計画 努力義務

無
義務

H30～6年毎 H30～6年毎

次世代育成支
援対策推進法

子ども・子育て
支援法

高齢者医療確保法

医療法

健康増進法

3年 児童福祉法

障害者総合支援法
市町村・都
道府県が調
査分析評価

一体として策定しなければならない

一体として策定できる

調和の保たれたものでなければならない

整合性の確保が保たれたものでなければならない

市町村計画 都道府県計画 医療介護総合確保推進法

都道府県知事に提出 内閣総理大臣に提出

6年 （計画＋指針）厚生労働大臣に提出

H30～6年毎

5年ごとに策定するこ
とができる（任意）
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2024年度～児童福祉法改正
・市区町村に「こども家庭センター」設置の努力義務
・虐待を受けた子ども等の一時保護では、裁判所が必要性を判断する司法審査を導入
・虐待などに対応する児童福祉司を自治体が任用する際は、十分な知識や技術を求める
・児童養護施設等の子どもの自立支援で、年齢制限の撤廃（ケアリーバー対応）
・子どもへのわいせつ行為などで登録を取り消された保育士の再登録を厳格化

機能所管根拠法
全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に
相談支援、サポートプランの作成や 勧奨・措
置を使いながら子育て家庭をマネジメント

こども家庭庁児童福祉法こども家庭センター
（市町村の努力義務）

妊産婦や乳幼児の保護者の相談母子保健法子育て世代包括支援センター
虐待や貧困などの問題を抱えた家庭への支援児童福祉法子ども家庭総合支援拠点

ソーシャルワークの中心的役割

児
童
虐
待
防
止
法

1933 1990
児
童
虐
待
統
計
開
始

1000件
2000
児
童
虐
待
防
止
法

2015

10万件
20202005 2011

高
齢
者
虐
待
防
止
法

障
害
者
虐
待
防
止
法

20万件児童虐待件数

児
童
福
祉
法

1947 2007
児
童
相
談
所
運
営
指
針
改
正

１万件 ５万件

児童虐待への取組

2024
児
童
福
祉
法
改
正

児
童
福
祉
法
改
正

児
童
虐
待
防
止
法
改
正

･一時保護の解除後の児童の安全の確保義務（都道府県）
･親権者は、児童のしつけとしての体罰禁止
体罰以外に用いるべきでない心を傷つける行為:怒鳴りつける、辱める、笑いものにする、
けなす、子どもの心を傷つける暴言など

48時間ルール

一時保護に
司法審査導入

児
童
福
祉
法
改
正

児
童
虐
待
防
止
法
改
正

児
童
福
祉
法
改
正
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令和４年度 福祉行政報告例 by 厚生労働省

令和４年度 福祉行政報告例 by 厚生労働省
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子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第19次報告）

・児童虐待相談件数は一貫して増加
・虐待種別では「心理的虐待」が最多
・相談経路（通告）は「警察」が最多
・虐待死「身体的虐待」「ネグレクト」
・虐待死「0歳0カ月」が最多
・虐待死「実母」が最多
・児童相談所の関与は半数に満たない

模擬問題

1 児童相談所が対応した児童虐待相談件数は、30万件を超えている。

2 児童相談所が対応した児童虐待相談件数は、30年以上増加し続けている。

3 児童相談所が対応した虐待相談を虐待種別でみると、身体的虐待が最も多い。

4 児童相談所が受け付けた虐待相談の相談経路は、学校が最も多い。

5 児童相談所が受け付けた相談の内訳でみると、養護相談に次いで多いのは育成相談である。

「令和３年度福祉行政報告例」（厚生労働省）における児童相談所の相談に関する統計の説
明のうち、正しいものを１つ選びなさい



2025/1/13

16

第31回 問題142

1 児童相談所が対応した児童虐待相談件数は、10万件を超えている。

2 児童相談所が対応した虐待相談を虐待種別でみると、身体的虐待が最も多い。

3 児童相談所が対応した相談のうち、児童福祉法に基づく入所措置をとったものは３割程度である。

4 児童相談所が受け付けた相談の相談経路は、学校が最も多い。

5 児童相談所が受け付けた障害相談の内訳でみると、肢体不自由相談が最も多い。

「平成28年度福祉行政報告例」（厚生労働省）における児童相談所の相談に関する統計の説
明のうち、正しいものを１つ選びなさい

第34回 問題138

次の記述のうち、2019年度（令和元年度）の児童相談所における児童虐待相談対応件数
（「福祉行政報告例」（厚生労働省））について、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 虐待相談対応件数は、5年前と比べて減少している。

2 心理的虐待は、5年前と比べて減少している。

3 警察等からの虐待通告は、5年前と比べて増加している。

4 相談種別で件数をみると、ネグレクトの割合が最も高い。

5 相談の経路（通告者）は、家族・親戚からの割合が最も高い。
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第34回 問題142

児童相談所の一時保護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 一時保護する場合には親権者の同意が必要である。

2 一時保護は児童相談所に設置されている一時保護所に限って行う。

3 親権者の意に反して2か月を超える一時保護を実施するためには、
児童福祉審議会の承認を得なければならない。

4 都道府県知事は、一時保護所の福祉サービス第三者評価を行わなければならない。

5 外出、通学、通信、面会に関する制限は、子どもの安全の確保が図られ、
かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする。

第33回 問題137

2019年（令和元年）に改正された児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に関する次の記述
のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 児童相談所における介入担当と保護者支援担当は、同一の児童福祉司が担うこととなった。

2 児童相談所の業務の質について、毎年、評価を実施することが義務づけられた。

3 親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないとされた。

4 特別区（東京23区）に、児童相談所を設置することが義務づけられた。

5 一時保護の解除後の児童の安全の確保が、市町村に義務づけられた。
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2024年度～困難女性支援法

売春防止法 → 困難女性支援法
困難女性支援法売春防止法
2022年1956年成立
2024年1957年施行
女性相談支援センター（都道府県に必置）婦人相談所（都道府県に必置）相談所
女性相談支援員（都道府県に必置）
※女性相談支援センターを設置する指定都市にも

婦人相談員（都道府県知事が委嘱）相談員

厚生労働大臣（義務）基本方針
都道府県（義務）
市町村（努力義務）

基本計画
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模擬問題

福祉計画の策定に際して、「相互の計画を一体のものとして作成することができる」とされている
計画を２つ選びなさい。

1 市町村地域福祉計画と市町村老人福祉計画

2 都道府県障害福祉計画と都道府県障害児福祉計画

3 市町村こども計画と市町村子ども・若者計画

4 都道府県介護保険事業支援計画と都道府県老人福祉計画

5 市町村健康増進計画と市町村医療計画

模擬問題

福祉計画等の策定に関する次の記述のうち、5年ごとに策定されなければならない計画を
１つ選びなさい。

1 市町村こども計画

2 市町村子ども・子育て支援事業計画

3 市町村子ども・若者計画

4 市町村障害児福祉計画

5 市町村次世代育成支援のための行動計画
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2022.4.1 成人年齢引下げ
民法改正「成年年齢の引下げ」by 法務省

模擬問題

2022年の民法改正（成年年齢の引き下げ）に伴い変更になった内容について、適切なもの
を１つ選びなさい。

1 18歳から喫煙が可能になった。

2 18歳から飲酒が可能になった。

3 18歳から社会福祉主事になれるようになった。

4 18歳以上は児童自立生活援助事業の対象でなくなった。

5 18歳から国民年金に加入するようになった。
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＜児童と少年と成人の定義＞
14歳 18歳 20歳

犯罪少年:罪を犯した触法少年:刑罰法令に触れた

2022年～成人児童権利条約、児童福祉法、児童虐待防止法

母子福祉法、特別児童扶養手当法、児童扶養手当法（障害児）

児童

児童

成人

少年

旧児童虐待防止法

虞犯少年:犯罪や刑罰法令に触れる虞がある

①児童相談所に通告
②児童相談所に送致
③家庭裁判所に送致
④少年鑑別所に収容
⑤保護観察or少年院or児童自立支援施設

・家庭裁判所に送致（罰金以下）
・検察官に送致（懲役、禁固刑等）

少年法

・触法少年と同じ流れ ・児童相談所に通告
・家庭裁判所に送致

2022年～特定少年

※16歳以上で殺人は原則検察官送致

2021年まで

＜児童と少年と成人の定義＞
14歳 18歳 20歳

犯罪や刑罰法令に触れる虞がある

①児童相談所に通告
②児童相談所に送致
③家庭裁判所に送致
④少年鑑別所に収容
⑤保護観察or少年院
or児童自立支援施設

・触法少年と同じ流れ ・児童相談所に通告
・家庭裁判所に送致

※逆送決定後は20歳
以上と同様の扱い

成人

＜原則逆送対象事件＞
死刑、無期または短期
（法定刑の下限）１年
以上の懲役・禁錮に当
たる事件

16歳

※逆送されて起訴さ
れれば実名報道解禁

＜原則逆送対象事件＞
故意の犯罪行為により
被害者を死亡させた罪
（殺人罪，傷害致死罪など）

少年

特定少年犯罪少年触法少年

虞犯少年

警
察
・
検
察

家
庭
裁
判
所

全
件
送
致
主
義

保護処分（少年院、保護観察など）

不処分

検察逆送 起訴 刑事裁判 刑罰

※第五種少年院

死刑相当→無期懲役に
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模擬問題

少年法に関する次の記述のうち、正しいものを２つ選べ。

1 少年とは、20歳未満の者をいう。

2 罪を犯した14歳未満の少年は、家庭裁判所に送致されることはない。

3 18歳以上の少年を特定少年と呼び、虞犯少年も含まれる。

4 特定少年が家庭裁判所に送致されれば、実名報道が可能となる。

5 特定少年が起訴された場合、刑事裁判では成人と同様に扱われる。

第27回 問題137

1 児童扶養手当法では、「児童」を16歳未満の者と定めている。

2 母子及び寡婦福祉法（現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法）では、
「児童」を18歳未満の者と定めている。

3 児童手当法では、「児童」を16歳未満の者と定めている。

4 児童の権利に関する条約では、「児童」を16歳未満の者と定めている。

5 児童虐待の防止等に関する法律では、「児童」を18歳未満の者と定めている。

次の各法令などが対象とする「児童」として、正しいものを1つ選びなさい。



2025/1/13

23

第29回 問題150

1 触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。

2 触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。

3 犯罪少年に対して、警察は児童相談所に送致することができる。

4 少年院在院者に対して、少年院⾧は仮退院の許可決定を行うことができる。

5 虞犯少年に対して、児童相談所⾧は検察官に送致することができる。

非行少年の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものを１つ選びなさい。

第30回 問題149

1 警察は、触法少年を検察官に送致することができる。

2 警察は、触法少年を地方裁判所に送致することができる。

3 児童相談所⾧は、触法少年を児童自立支援施設に入所させることができる。

4 児童相談所⾧は、触法少年を検察官に送致することができる。

5 家庭裁判所は、触法少年を検察官に送致することができる。

触法少年に対する関係機関の対応に関する次の記述のうち、適切なものを１つ選びなさい。
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公認心理師 第2回 問55

① 虞犯少年とは14歳以上の者をいう。

虞犯について、正しいものを２つ選べ。

② 虞犯少年は少年院送致の処分を受けることがある。

③ 虞犯という概念は少年に限らず、成人にも適用される。

④ 虞犯少年とは、将来罪を犯すおそれのある少年のことをいう。

⑤ 虞犯少年は児童相談所における措置は受けるが、家庭裁判所には送致されない。

公認心理師 第1回 問99

① 14歳未満の触法少年であっても重大事件である場合は検察官送致となることがある。

少年事件の処理手続として、正しいものを１つ選べ。

② 14歳以上で16歳未満の犯罪少年は検察官送致とならない。

③ 16歳以上で故意に人を死亡させた事件の場合は、原則的に検察官送致となる。

④ 18歳未満の犯罪少年であっても重大事件を犯せば死刑になることがある。

⑤ 事案が軽微で少年法の適用が望ましい事件の場合は、20歳を超えても家庭裁判所で
不処分を決定することができる。
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成年年齢引下げのまとめ

少年法
20歳未満少年
18歳以上～20歳未満特定少年
18歳未満虞犯少年
14歳以上～20歳未満犯罪少年
14歳未満触法少年

変更後変更前内容法律
18歳以上20歳以上成年年齢民法
18歳以上20歳以上社会福祉主事になれる年齢社会福祉法
18歳以上20歳以上民生委員になれる年齢公職選挙法?
18歳以上20歳以上性別変更できる年齢性同一性障害特例法
20歳未満20歳未満特別児童扶養手当を支給される年齢特別児童扶養手当法
20歳未満20歳未満児童自立生活援助事業の対象年齢児童福祉法
20歳以上20歳以上国民年金の被保険者資格国民年金法

特定少年はぜったい
出るニャ。

更生保護制度

保護観察対象者
・１号観察:少年審判で家庭裁判所から保護観察処分とされた少年
・２号観察:地方更生保護委員会の決定により少年院から仮退院を許された少年
・３号観察:地方更生保護委員会の決定により仮釈放を許された者
・４号観察:裁判所の決定により刑の執行が猶予され保護観察に付された者
・５号観察:婦人補導院から仮退院を許されている者

・保護観察官
・社会復帰調整官

６か月を超えない範囲（延⾧可）

２号観察
３号観察

４号観察

更生緊急保護対象者（本人の申し出）
・満期釈放者
・起訴猶予者
・保護観察のつかない執行猶予者
・懲役または禁錮について刑の言渡をうけその裁判が確定するまでの者
・補導処分終了者など

・更生保護施設
・自立準備ホーム

応急の救護・援護

・保護司
・BBS会
・更生保護女性会
・協力雇用主
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第29回 問題148

更生緊急保護の対象者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 起訴猶予を受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。

2 罰金刑の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。

3 懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。

4 懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者は、更生緊急保護を受けることができない。

5 懲役・禁錮の刑の執行を終わった者は、更生緊急保護を受けることができない。

第31回 問題147

1 保護観察では、施設収容を伴う処遇は行われない。

2 仮釈放を許された者には、保護観察が付される。

3 刑の一部の執行猶予を言い渡された者には、保護観察が付されることはない。

4 保護観察所は、都道府県によって設置される。

5 保護観察は、少年を対象としない。

保護観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを１つ選びなさい。



2025/1/13

27

重
大
な
他
害
行
為

警
察

検
察
庁

裁
判
所

地
方
裁
判
所

入
院

処
遇
終
了
、
社
会
復
帰

送致 起訴

心神喪失等で不起訴

無罪

医療観察制度

・心神喪失:無罪
・心神耗弱:刑の減軽
・重大な他害行為:殺人、放火、強盗、 不同意性交等、不同意わいせつ、傷害

心神喪失、心神耗弱等の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進するための制度

【鑑定入院医療機関】
検査・診断、精神科治療
原則２か月（最⾧３か月）

通
院

【指定入院医療機関】厚生労働大臣指定
1.5年を基準に上限なし

審判

【審判】裁判官１名、精神保健審判員（精神科医）１名
精神保健参与員（精神保健福祉士等）

不
処
遇

【指定通院医療機関】厚生労働大臣指定
原則３年（最⾧５年）

・精神保健観察（最⾧５年）
・生活環境の調整
by 社会復帰調整官

・生活環境の調査
by 社会復帰調整官

地
方
裁
判
所

病
院
管
理
者
申
立

保
護
観
察
所
申
立

検
察
官
申
立

精神保健福祉士 第21回 問題68

1 危険運転致死傷

2 強盗

3 強制性交等

4 略取・誘拐

5 恐喝

次のうち、「医療観察法」に規定された重大な他害行為として、正しいものを2つ選びなさい。

「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療医療及び観
察等に関する法律」のことである。
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第32回 問題62

1 対象者は、起訴された者に限られており、起訴されていない者は含まれない。

2 保護観察所には、対象者の社会復帰を支援する、精神保健福祉士等の専門家である社会
復帰調整官が配置されている。

3 「医療観察法」の目的は、精神障害者の医療及び保護を行い、その自立と社会経済活
動への参加の促進のために必要な援助を行い、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神
保健の向上を図ることである。

4 入院による医療の決定を受けた者に対しては、指定入院医療機関で、専門的な医療
の提供が行われるとともに、保健所による退院後の生活環境の調整が実施される。

5 通院による医療の決定を受けた者及び退院を許可された者は、処遇の実施計画に基づい
て、期間の定めなく、地域の指定医療機関による医療を受ける。

医療観察制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

（注）「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及
び観察等に関する法律」のことである。

＜年数でまとめる福祉＞

毎年

2年

3年 民生委員の任期

保護司の任期

4年

5年

6年
医療計画

介護保険事業計画
障害福祉計画

子ども・子育て
支援事業計画

診療報酬の改定

介護報酬の改定 第三者評価受診義務（乳児
院、児童養護施設、児童自
立支援施設、児童心理治療
施設、母子生活支援施設）

給付 計画 任期

ケアマネの記録保存

指定更新

指定取消から再指定可能
となるまで

その他
一般病床、療養病床を有する
病院や診療所は毎年10月に都
道府県知事に報告

医療費適正化計画

（老人福祉計画）
一体のものとして策定
しなければならない

３年で中間見直し

中医協に諮問して厚生
労働大臣が決定

社会保障審議会に諮問し
て厚生労働大臣が決定

法務大臣の委嘱

厚生労働大臣の委嘱

介護保険事業者

介護保険事業者

障害福祉サービス等
報酬の改定

生活保護基準の改定

生活扶助基準の検証

保護司の任期が３年へ
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第27回 問題148
保護観察官と保護司に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 保護司には、一定の刑に処せられた者のほか、成年被後見人又は被保佐人はなれないなどの欠格条項が
定められている。

2 保護観察官同様に保護司にも、国家公務員法が全面的に適用される。

3 保護司の任期は2年であり、対象者との関係が適正に保たれるように、原則として再任はされない。

4 対象者の福祉的支援を含む補導援護については保護司が担い、遵守事項を守らせるための指導監督は保
護観察官が担っている。

5 更生保護活動への社会的関心の高まりに伴い、ここ数年、全国の保護司定数は毎年増員されている。

第31回 問題73

1 診療報酬の点数は、通常2年に一度改定される。
診療報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

第31回 問題64
現在の生活保護の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 生活保護の基準は、3年に1回改定される。

第30回 問題34
民生委員・児童委員に関する次の記述のうち、正しいものを１つ選びなさい。
1 民生委員の任期は５年である。

第30回 問題132
介護保険法における指定居宅サービス事業者（地域密着型サービスを除く）の指定に関
する次の記述のうち、正しいものを１つ選びなさい。
2 事業者は、市町村⾧から３年ごとに指定の更新を受けなければならない。
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障害者雇用
1960「
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
制
定

民間法定雇用率

1976

1.8%

身
体
障
害
者
雇
用
義
務
化

1987「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
へ

1988

1.5%

1997
知
的
障
害
者
雇
用
義
務
化

1998

2006
精
神
障
害
者
が
法
の
対
象
に

2013

2018

2.0%

精
神
障
害
者
雇
用
義
務
化

2.2%
2.3%

2021努力義務 義務

1.6%

全
国
障
害
者
技
能
競
技
大
会

1972
全
国
身
体
障
害
者
技
能
競
技
大
会

全
国
障
害
者
技
能
競
技
大
会

全
国
障
害
者
技
能
競
技
大
会

1981
第
１
回
国
際
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク

国
際
障
害
者
年

（
知
的
障
害
者
が
参
加
可
）

（
精
神
障
害
者
が
参
加
可
）

～障害者雇用促進法＆全国障害者技能競技大会（アビリンピック）～

1.1% 2024

2.5%
2.7%

2026

2.8%
2.6%

3.0%
国・地方公共団体

アビリンピック（全国障害者技能競技大会）

1972年:全国障害者技能競技大会
By 雇用促進事業団中央技能開発センター
1976年:身体障害者雇用促進法（現障害者雇用促進法）改正
→身体障害者の雇用義務化
「全国身体障害者技能競技大会」

1997年:障害者雇用促進法改正→知的障害者が法定雇用率の算定対象
「全国障害者技能競技大会」知的障害者が参加可

2006年:障害者雇用促進法改正→精神障害者が法定雇用率の算定対象
「全国障害者技能競技大会」精神障害者が参加可

1981年:国際障害者年
第1回国際アビリンピック＠東京、概ね4年ごとに開催

【競技種目】
・洋裁
・家具
・ＤＴＰ
・機械ＣＡＤ
・建築ＣＡＤ
・電子機器組立
・義肢
・歯科技工
・ワードプロセッサ
・データベース（知的障害者）
・ホームページ
・フラワーアレンジメント
・コンピュータプログラミング
・ビルクリーニング
・製品パッキング
・喫茶サービス
・オフィスアシスタント
・表計算
・パソコン操作(視覚障害者）
・パソコンデータ入力（知的障害者)
・縫製
・木工（知的障害者）2018年:障害者雇用促進法改正→精神障害者の雇用義務化

1960年:障害者法定雇用率が企業への努力義務

1987年:身体障害者雇用促進法が障害者雇用促進法
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第32回 問題144

障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 民間企業の法定雇用率は、2018年度（平成30年度）から 3.0 %になっている。

2 障害者雇用納付金制度は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進
及び継続を図ることを目的としている。

3 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の障害者は、雇用率算定の対象にはならない。

4 法定雇用率未達成の企業は、企業規模にかかわらず障害者雇用納付金が徴収される。

5 厚生労働大臣は、法定雇用率が未達成の場合、原則として企業名を公表しなければならない。

100人はセーフってこと

第35回 問題145

「障害者雇用促進法」が定める雇用義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者は、雇用義務の対象となる。

2 雇用率のカウントに際し、重度の知的障害者を1人雇用したときは、重度以外の知的障害者を
3人雇用したものとして扱われる。

3 民間企業の法定雇用率は、国・地方公共団体の法定雇用率より高く設定されている。

4 厚生労働大臣は、法定雇用率未達成の民間事業主の企業名を公表しなければならない。

5 地方公共団体は、法定雇用率未達成の場合に、不足する障害者数に応じて納付金を納付しな
ければならない。

（注）「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。


